
宅地内漏水対応に係る協定書（家島町を除く市全域）  

 

 姫路市上下水道事業管理者（以下「甲」という。）と〇〇〇（以下「乙」という。）

とは、宅内漏水の対応のための待機業務（以下「待機業務」という。）に関して、

次のとおり協定を締結する。  

 

（目的と定義）  

第１条 この協定は、姫路市家島町を除く市内全域における乙の待機業務に関し、

これを実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。なお、本協定書の前

文に掲げる宅内漏水とは、甲が所管する水道メータを起点として、その下流側

に属する全ての給水管に起因する漏水を総称するものとする。  

（待機業務時間の指定）  

第２条 甲が指定する時間は、午前９時から午後９時までとする。なお、待機料

は無料とする。  

（待機業務日の指定）  

第３条 甲は、第８条に規定する期間内における乙の実施する待機業務について、

待機業務日を指定し、乙に通知するものとする。  

（修理工事の施工）  

第４条 待機業務に係る工事の施工について、乙は、施主からの依頼に基づき実

施し、また、それに要する費用については、直接施主に請求するものとする。

乙は、施工に当たって、要する費用について施主に丁寧に説明を行わなければ

ならない。  

（業務担当責任者）  

第５条 乙は、業務担当責任者を選任し、その氏名を甲に通知しなければならな

い。  

２ 業務担当責任者は、待機業務の遂行に関し、必要な人員と資機材の確保につ

いて一切の事項を処理しなければならない。  

（秘密の保持）  

第６条 乙は、待機業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（不当介入に対する措置） 

第７条 乙は、この協定の履行に当たり、排除対象業者から妨害その他不当な

要求を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署

に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。 

（有効期間）  

第８条 この協定の有効期間は、令和８年（2026 年）４月１日から令和９年（2027

年）３月３１日までとする。  

（協議）  

第９条 この協定に定めのない事項または疑義が生じた事項については、必要に

応じ、甲乙協議の上定めるものとする。  

 

 

 この協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、甲、乙、記名押印の上、

各自１通を所持するものとする。  

 

  令和８年（2026 年）４月１日  

 



 

               甲 姫路市安田四丁目１番地  

                 姫路市上下水道事業管理者  

種谷 康  

 

 

 

               乙 姫路市〇〇〇  

                 〇〇〇  

                     〇〇 〇〇  

 


